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森
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現
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関
す
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書 

 

現
在
の
我
が
国
の
森
林
は
、
戦
後
造
成
さ
れ
た
人
工
林
の
半
数
が
一
般
的
な
主
伐
期
で
あ
る
五
十
年
生
を
超
え
、
本
格
的
な

利
用
期
を
迎
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
政
府
は
、
平
成
二
十
八
年
五
月
に
閣
議
決
定
し
た
森
林
・
林
業
基
本
計
画
に
お
い
て
、
森

林
及
び
林
業
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針
と
し
て
「
資
源
の
循
環
利
用
に
よ
る
林
業
の
成
長
産
業
化
」
を
掲

げ
、
林
産
物
の
供
給
及
び
利
用
に
関
す
る
目
標
等
を
設
定
し
、
各
般
の
施
策
を
推
進
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

こ
の
間
、
国
産
材
の
供
給
量
自
体
は
、
目
標
設
定
の
前
提
で
あ
っ
た
平
成
二
十
六
年
の
二
千
三
百
六
十
四
万
七
千
㎥
か
ら
、

令
和
元
年
に
は
主
伐
材
を
中
心
に
三
千
九
十
八
万
八
千
㎥
へ
と
増
加
し
て
い
る
一
方
で
、
主
伐
後
の
再
造
林
は
進
ん
で
お
ら

ず
、
主
伐
面
積
に
対
し
て
、
人
工
造
林
面
積
は
三
十
五
％
程
度
で
推
移
し
て
い
る
。 

 

長
引
く
木
材
価
格
の
低
迷
等
に
よ
っ
て
、
森
林
所
有
者
の
経
営
意
欲
は
低
下
し
て
お
り
、
持
続
的
な
森
林
整
備
よ
り
も
短
期

的
な
利
益
確
保
が
優
先
さ
れ
、
再
造
林
を
伴
わ
な
い
皆
伐
、
無
届
伐
採
、
無
断
伐
採
等
に
よ
る
森
林
の
荒
廃
が
懸
念
さ
れ
て
い

る
。
森
林
の
荒
廃
は
、
近
年
頻
発
す
る
山
地
災
害
等
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。 

 

右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

現
行
の
森
林
環
境
保
全
直
接
支
援
事
業
は
、
一
施
行
地
当
た
り
〇
・
一
ｈ
ａ
以
上
の
森
林
整
備
が
対
象
と
な
る
も
の
の
、



 

２ 

 

原
則
と
し
て
、
間
伐
及
び
更
新
伐
に
つ
い
て
は
面
積
五
ｈ
ａ
以
上
か
つ
十
㎥
／
ｈ
ａ
以
上
の
伐
採
木
の
搬
出
を
要
件
と
し
て

い
る
。
二
〇
一
五
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス
に
よ
れ
ば
、
林
家
の
約
七
十
四
％
が
保
有
山
林
面
積
五
ｈ
ａ
未
満
と
な
っ
て
お
り
、

多
く
の
林
家
は
、
補
助
金
の
交
付
を
受
け
て
間
伐
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
場
合
、
様
々
な
立
場
の
林
家
と
合
意
形
成
し
て
共

同
に
よ
る
申
請
を
行
う
か
、
当
該
施
行
地
の
全
て
に
お
い
て
間
伐
を
実
施
し
、
か
つ
十
㎥
／
ｈ
ａ
以
上
の
伐
採
木
を
搬
出
す

る
と
い
っ
た
追
加
の
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

経
営
意
欲
の
低
下
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
中
、
こ
の
よ
う
な
要
件
を
設
定
し
た
理
由
は
何
か
、
ま
た
、
こ
の
五
ｈ
ａ
の
面
積

要
件
は
、
政
策
目
的
に
適
う
基
準
と
な
っ
て
い
る
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

二 

令
和
二
年
度
の
ナ
ラ
枯
れ
被
害
量
（
被
害
材
積
）
は
令
和
元
年
の
三
倍
強
と
な
る
約
十
八
・
五
万
㎥
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
令
和
元
年
に
は
被
害
が
発
生
し
て
い
な
か
っ
た
県
を
含
め
、
四
十
二
都
府
県
で
被
害
が
発
生
す
る
な
ど
、
そ
の
規
模
が

急
激
に
拡
大
し
て
い
る
。 

 
 

今
般
の
被
害
拡
大
の
要
因
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
現
在
の
取
組
に
加
え
、
今
後
、
ど
の
よ

う
な
対
策
を
講
じ
て
い
く
の
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

三 

森
林
法
に
お
い
て
は
、
森
林
所
有
者
等
に
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
書
の
提
出
等
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。 



 

３ 

 

 
１ 

森
林
所
有
者
等
の
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
の
届
出
書
の
提
出
義
務
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
三
年
の
同
法
の
改
正
に
よ

り
、
違
反
し
た
場
合
の
罰
金
刑
の
上
限
が
引
き
上
げ
ら
れ
た
が
、
こ
の
改
正
の
施
行
後
、
実
際
に
罰
則
が
適
用
さ
れ
た
事

例
は
あ
る
か
、
あ
る
場
合
は
、
そ
の
件
数
及
び
主
な
事
例
の
詳
細
に
つ
い
て
回
答
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

同
改
正
に
よ
り
、
１
の
届
出
書
を
提
出
し
な
い
で
行
わ
れ
る
伐
採
（
無
届
伐
採
）
に
つ
い
て
、
伐
採
の
中
止
や
伐
採
後

の
造
林
を
命
じ
る
規
定
が
新
設
さ
れ
、
違
反
し
た
場
合
の
罰
則
が
措
置
さ
れ
た
が
、
実
際
に
命
令
が
発
出
さ
れ
た
事
例
や

罰
則
が
適
用
さ
れ
た
事
例
は
あ
る
か
、
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
件
数
及
び
主
な
事
例
の
詳
細
に
つ
い
て
回
答
さ
れ
た

い
。 

 

３ 

平
成
二
十
八
年
の
同
法
の
改
正
に
よ
り
、
森
林
所
有
者
等
に
伐
採
及
び
伐
採
後
の
造
林
に
係
る
森
林
の
状
況
に
関
す
る

報
告
が
義
務
付
け
ら
れ
、
違
反
し
た
場
合
の
罰
則
が
措
置
さ
れ
た
が
、
実
際
に
罰
則
が
適
用
さ
れ
た
事
例
は
あ
る
か
、
あ

る
場
合
は
、
そ
の
件
数
及
び
主
な
事
例
の
詳
細
に
つ
い
て
回
答
さ
れ
た
い
。 

 

４ 

１
か
ら
３
に
お
け
る
届
出
書
や
報
告
の
提
出
先
は
、
い
ず
れ
も
市
町
村
の
長
と
さ
れ
て
い
る
が
、
市
町
村
の
林
務
担
当

職
員
数
が
減
少
傾
向
に
あ
る
。
市
町
村
や
都
道
府
県
が
、
森
林
・
林
業
に
関
し
て
知
識
や
経
験
を
有
す
る
者
を
雇
用
す

る
、
あ
る
い
は
そ
う
い
っ
た
技
術
者
が
所
属
す
る
法
人
等
に
事
務
を
委
託
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
市
町
村
の
森
林
・
林
業



 

４ 

 

行
政
の
体
制
支
援
を
図
る
制
度
と
し
て
地
域
林
政
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
制
度
が
あ
る
。
こ
の
制
度
を
利
用
し
経
験
を
有
す
る
者

を
雇
用
し
た
数
は
増
加
し
た
か
。
ま
た
、
技
術
者
が
所
属
す
る
法
人
等
に
事
務
を
委
託
し
た
事
例
は
増
加
し
た
か
。
制
度

施
行
の
平
成
二
十
九
年
度
以
降
の
雇
用
人
数
及
び
委
託
件
数
に
つ
い
て
各
年
度
ご
と
の
数
字
を
回
答
さ
れ
た
い
。 

 

５ 

届
出
書
の
偽
造
等
に
よ
り
森
林
所
有
者
に
無
断
で
伐
採
が
行
わ
れ
る
事
案
（
無
断
伐
採
）
に
つ
い
て
は
、
林
野
庁
に
お

い
て
調
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、
平
成
三
十
一
年
一
月
か
ら
令
和
元
年
十
二
月
に
か
け
、
市
町
村
や
都
道
府
県
に
情
報
や
相

談
等
が
あ
っ
た
件
数
は
九
十
五
件
、
う
ち
警
察
へ
の
相
談
件
数
は
三
十
二
件
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
、
市
町
村
や

都
道
府
県
へ
の
情
報
提
供
や
相
談
が
行
わ
れ
て
い
な
い
潜
在
的
な
事
案
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
国
が
主
体
と
な
っ

て
更
な
る
具
体
的
な
状
況
を
調
査
す
る
必
要
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

６ 

無
届
伐
採
や
無
断
伐
採
が
行
わ
れ
た
後
、
再
造
林
等
の
適
切
な
森
林
整
備
が
行
わ
れ
て
い
な
い
件
数
及
び
面
積
に
つ
い

て
、
林
野
庁
は
調
査
を
行
っ
て
い
る
か
、
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
結
果
に
つ
い
て
も
回
答
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


